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副業解禁で「確定申告」がより身近な存在になった！

Crosshead

1

確
定
申
告
に
お
け
る
「
副
業
所
得
が
20
万
円
」
の
意
味
と

「
副
業
所
得
が
20
万
円
以
下
」
の
申
告
不
要
の
要
件

末
調
整
で
所
得
税
額
が
確
定
し
納
税
も

完
了
し
て
い
れ
ば
、
個
別
に
確
定
申
告

を
す
る
必
要
は
な
い
と
捉
え
て
く
だ
さ

い
。
一
方
、
定
申
告
が
必
要
な
ケ
ー
ス

を
、
左
ペ
ー
ジ
に
ま
と
め
た
の
で
ご
覧

く
だ
さ
い
（
図
1
）。

●
副
業
は
、
何
所
得
に
な
る
の
？

　

副
業
に
も
色
々
あ
り
、
休
日
を
利
用

し
て
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
副
業
は
「
給
与
所
得
」
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
昨
今
は
「
ア
フ
ィ

リ
エ
イ
ト
」
や
「
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
の

転
売
」「
執
筆
業
」「
ユ
ー
チ
ュ
ー
バ
ー
」

の
よ
う
な
副
業
を
し
て
い
る
人
も
多
い

で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
収
入
は
、

事
業
所
得
：
農
業
、
漁
業
、
製
造
業
、

小
売
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
、
そ
の
他
の
事

業
を
営
ん
で
い
る
人
か
ら
生
ず
る
所
得

（
不
動
産
所
得
・
山
林
所
得
を
除
く
）

雑
所
得
：
ど
の
所
得
に
も
当
た
ら
な
い

所
得
で
、
公
的
年
金
な
ど
の
他
、
著
述

家
や
作
家
以
外
の
人
が
受
け
る
原
稿
料

や
印
税
、
講
演
料
な
ど

の
2
つ
に
分
類
さ
れ
ま
す
（
図
2
）。

●
確
定
申
告
不
要
の
前
提

　

多
く
の
給
与
所
得
者
は
、
給
与
支
払

者
が
行
う
年
末
調
整
で
所
得
税
額
が
確

定
し
納
税
も
完
了
す
る
の
で
「
確
定
申

告
」
を
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
給
与
所
得
者
で
も
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人
は
、
原
則
と
し
て
確

定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
給
与
の
年
間
収
入
金
額
が
２
千
万
円

を
超
え
る
人

・
1
か
所
か
ら
給
与
の
支
払
を
受
け
て

い
る
人
で
、
給
与
所
得
及
び
退
職
所

得
以
外
の
所
得
の
金
額
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
人

・
2
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
を
受

け
て
い
る
人
で
、
主
た
る
給
与
以
外

の
給
与
の
収
入
金
額
と
給
与
所
得
及

び
退
職
所
得
以
外
の
所
得
の
金
額
の

合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

　

難
し
い
の
で
噛
み
砕
い
て
解
説
し
て

み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
確
定
申
告
が
不

要
と
な
る
前
提
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
年

末
調
整
を
し
て
い
る
」
こ
と
で
す
。
こ

れ
を
確
定
申
告
の
簡
易
版
と
考
え
、
年

山川喜彰税理士事務所
税理士　山川 喜彰
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　副業の所得が、20 万円を超える場合には確定申告
が必要、20 万円以下は確定申告不要など、確定申告
をしたことがない方にとっては、複雑でハードルが高
いと言えます。しかし、自分の所得税の仕組みを知る
チャンスでもあり、副業を機会に自分の所得をコント
ロールしてライフスタイルを豊かにしましょう。

副業解禁で「確定申告」が
より身近な存在になった!

※出典：国税庁 タックスアンサー 給与所得者で確定申告が必要な人より抜粋

https://www.yamakawatax.com/
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●
収
入
で
は
な
く
、
所
得
で
判
断

　

所
得
税
の
確
定
申
告
が
不
要
と
な
る

20
万
円
以
下
の
「
20
万
円
」
と
は
、
ど

こ
で
判
断
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

ア

ル
バ
イ
ト
（
給
与
所
得
）
を
副
業
と
し

て
い
る
場
合
に
は
、
額
面
金
額
20
万
円

以
下
の
給
与
で
あ
れ
ば
申
告
は
不
要
で

す
。
副
業
が
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
や
転

売
な
ど
の
雑
所
得
や
事
業
所
得
の
場
合

に
は
、
総
収
入
金
額
（
売
上
）
で
判
定

す
る
の
で
は
な
く
、
総
収
入
金
額
か
ら

必
要
経
費
（
費
用
）
を
差
し
引
い
た
所

得
で
判
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
売
上
が

50
万
円
、
か
か
っ
た
費
用
が
30
万
円
の

場
合
に
は
、
50
万
円- 

30
万
円
＝
20
万

円
が
所
得
と
な
り
、
所
得
税
の
確
定
申

告
は
不
要
と
な
り
ま
す
。

確定申告が必要なケース

①給与の年間収入が２千万円を超える人
　給与の年間収入金額が２千万円を超える場合は「年
末調整」ができない。年末調整ができない＝所得税
額が確定しないため個別に確定申告が必要。

②１カ所から給与の支払を受けている人で、給与所
得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20
万円を超える人

　 副業の 20 万円で確定申告が、必要・不要と言わ
れる部分。1 カ所からの給与支払で、副業での所得が
20 万円を超えている場合は確定申告が必要。年末調
整済みの 1 カ所からの給与の支払で、副業での所得
の合計額が 20 万円以下であれば確定申告不要。

③２カ所以上からの給与の支払を受けている人で、
主な給与以外の、給与収入金額と給与所得及び
退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を
超える人

　「2 カ所給与」と呼ばれており、アルバイトの掛け
持ちや本業の他に、休日にバイトなどで給与をもら

う副業をしているケース。主な給与について年末調
整済みで、主な給与以外の収入金額と副業での所得
が 20 万円を超えている場合は確定申告が必要。
　言い換えると、主たる給与について年末調整済み
で、主たる給与以外の収入金額と副業での所得が 20
万円以下であれば、確定申告不要。

④住民税の申告は必要
　副業 20 万円以下の申告不要ルールは所得税でのル
ールであり、住民税にそのルールはない。通常、確
定申告をすれば自動的に市区町村へ所得情報のデー
タが送られ住民税が課税されるようになっている。
　しかし、申告不要とした場合、20 万円以下の所得
部分だけ市区町村にデータが送られてこないので、
別途「住民税の確定申告」をする必要がある。
　住民税の申告をしなければ、20 万円以下の部分は
バレないのでは？ と思うが、支払調書制度やマイナ
ンバー制度で、副業に関するデータを市区町村も入
手しているので正しい申告をすること。
　年末調整済みで、副業が 20 万円以下である場合は
所得税の確定申告は不要だが、住民税の確定申告は
必要になることを理解しておくこと。

雑所得と事業所得の違い

・他の所得と「損益通算（赤字と黒字の相殺）」ができるか
・青色申告特別控除（65万円または10万円）が使えるか
　などで、事業所得は損益通算ができ、雑所得は損益通算ができない。
また、損益通算は、給与所得と事業所得で出た赤字とを相殺し、所得
の合計額を下げることができる。事業所得の場合は、青色申告をする
ことで 65 万円または 10 万円の特別控除を受けることができるが、雑
所得では受けることができない。この点からも事業所得の方が赤字の
場合に給与所得と損益通算をすることができ、青色申告特別控除が使
えるので、雑所得とするよりもメリットがある。
　判例において「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して
営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続的に遂行する意思と社
会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」と定義付けら
れている（最高裁 昭和 56 年 4 月 24 日第二小法廷判決）。
　つまり、趣味や片手間ではなく、利潤の追求に真摯に取り組んでい
るかということ。過去に経営コンサルタントが、サラリーマンに架空
の事業所得（赤字）を申告させ、所得の合計額を下げ、所得税を還付
するというスキームを提案し、所得税法違反で逮捕される事件もあった。
　雑所得か事業所得かの判断は難しく、有名なブロガーのアフィリエ
イトや有名なユーチューバーなどは事業所得となる。他方、給与所得
者の休日利用におけるアフィリエイトや転売は、片手間の収入であり、
事業所得には該当せず雑所得となる。

図 1

図 2
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副業解禁で「確定申告」がより身近な存在になった！

Crosshead

3

副
業
で
自
分
の
所
得
税
の
仕
組
み
を
知
り

豊
か
で
よ
り
良
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
目
指
す

Crosshead

2

確
定
申
告
に
お
け
る
様
々
な
留
意
点
と

副
業
に
お
け
る
医
療
費
控
除
申
告
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

●
書
類
や
帳
簿
の
記
録
を
残
す

　

副
業
が
給
与
所
得
の
場
合
は
源
泉
徴

収
票
を
残
し
て
お
く
、
副
業
が
雑
所
得

や
事
業
所
得
の
場
合
は
帳
簿
や
請
求

書
、
領
収
書
を
残
し
て
お
く
、
ま
た
、

事
業
所
得
は
帳
簿
を
つ
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
雑
所
得
は
、
帳
簿
作
成
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

税
務
調
査
を
受
け
た
場
合
に
は
、
売

上
と
経
費
の
根
拠
を
提
示
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
、
エ
ク
セ
ル
や
手
書
き
で
も

構
わ
な
い
の
で
、
売
上
と
経
費
の
記
録

を
必
ず
残
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

●
還
付
申
告
の
留
意
点

　

確
定
申
告
で
還
付
に
な
る
ケ
ー
ス

　

年
末
調
整
が
済
ん
で
い
る
給
与
所
得

者
で
医
療
費
控
除
を
受
け
る
よ
う
な
ケ

ー
ス
で
す
。
既
に
年
末
調
整
が
済
ん
で

い
れ
ば
確
定
申
告
は
不
要
で
す
が
、
年

末
調
整
で
調
整
で
き
な
い
医
療
費
控
除

を
受
け
る
と
還
付
に
な
る
よ
う
な
場
合

は
、
年
末
調
整
後
に
確
定
申
告
を
し
て

還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
確
定
申
告
に
よ
り
納

め
過
ぎ
の
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
こ

と
を
「
還
付
申
告
」
と
呼
び
ま
す
。
以

下
は
、
そ
の
参
考
例
に
な
り
ま
す
。

・
年
の
中
途
で
退
職
し
、
年
末
調
整
を

受
け
ず
に
源
泉
徴
収
税
額
が
納
め
過

ぎ
に
な
っ
て
い
る

・
一
定
の
要
件
の
マ
イ
ホ
ー
ム
な
ど
を

購
入
し
、
住
宅
ロ
ー
ン
が
あ
る
と
き

・
多
額
の
医
療
費
を
支
出
し
た
と
き

・
配
当
所
得
が
あ
り
、
配
当
控
除
を
受

け
る
と
き

・
災
害
や
盗
難
な
ど
で
資
産
に
損
害
が

出
た
と
き

・
特
定
の
寄
付
（
ふ
る
さ
と
納
税
を
含

む
）
を
し
た
と
き

●
還
付
申
告
の
留
意
点

　

医
療
費
控
除
、
副
業
の
申
告
は
？

　

副
業
を
し
て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・

Ａ
さ
ん
の
具
体
例
で
す
（
図
3
）。

Ａ
さ
ん
の
状
況

・
給
与
は
1
カ
所
の
み
年
末
調
整
済
み

・
副
業
は
所
得
金
額
20
万
円
以
下

・
医
療
費
控
除
を
受
け
た
い

問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
医
療

費
控
除
を
受
け
る
こ
と
で
所
得
税
が
還

付
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
こ
の

ケ
ー
ス
で
は
医
療
費
控
除
を
記
載
し
た

「
確
定
申
告
」
を
し
て
所
得
税
の
還
付

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
確
定
申
告
」
は
、
全
所
得
を
記
載

し
て
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
源

泉
分
離
と
な
る
預
貯
金
の
利
子
等
を
除

く
）。
し
た
が
っ
て
、
申
告
不
要
と
な

る
副
業
で
も
、
医
療
費
控
除
に
よ
る
還

付
を
受
け
る
に
は
、
副
業
所
得
を
確
定

申
告
書
に
記
載
し
、
申
告
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

Ａ
さ
ん
は
、
1
カ
所
か
ら
給
与
を
も

ら
い
、
副
業
の
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
報
酬

が
あ
り
ま
す
。
自
分
と
家
族
の
医
療
費

が
10
万
円
を
超
え
た
た
め
、
医
療
費
控

除
を
受
け
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

年
末
調
整
済
の
給
与
が
1
カ
所
で
副

業
の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
た
め
、
所

得
税
の
確
定
申
告
は
不
要
で
す
。
た
だ

し
、
住
民
税
に
は
同
様
の
ル
ー
ル
が
な

い
た
め
、
住
民
税
の
確
定
申
告
は
必
要

に
な
り
ま
す
。

　

Ａ
さ
ん
は
、
年
末
調
整
で
所
得
税
の

清
算
が
完
了
し
、
副
業
も
20
万
円
以
下

で
あ
る
た
め
確
定
申
告
を
し
な
く
て
も

　

副
業
解
禁
で
確
定
申
告
が
よ
り
身
近

な
存
在
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
会

社
の
年
末
調
整
の
み
で
、
確
定
申
告
を

一
度
も
経
験
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
方

も
、
副
業
を
す
る
こ
と
で
確
定
申
告
が

必
要
に
な
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
く
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

確
定
申
告
書
を
初
め
て
見
る
ケ
ー
ス

も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
手
書
き
で
確

定
申
告
書
を
作
成
す
る
の
は
大
変
で
す

が
、
国
税
庁
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
簡
単
に
作
成

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

最
初
は
取
っ
つ
き
に
く
く
敬
遠
し
が

ち
で
す
が
、
所
得
税
の
仕
組
み
を
知
る

チ
ャ
ン
ス
で
す
。
所
得
税
の
仕
組
み
を

知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
本
業
と
副
業

を
合
わ
せ
て
、
自
分
の
所
得
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
脱
税
な
ど
悪
い
意
味
で
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
は
な
く
、
良
い
意
味
で



29 2018.7

特集企画／副業解禁！ 変わる働き方・生き方

確定申告をしよう

Ａさんの事例を基に国税庁のＨＰから
確定申告書を作成してみよう

●用意するもの
　源泉徴収票、副業に関する資料（アフィリエイト報酬
　の明細、経費のレシートなど）、医療費の領収書
●申告書を作成
１.  確定申告書等作成コーナーへアクセス
　   https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
２.  提出方法を選択（電子申告または書面で提出）
３.  所得税コーナーをクリック
４.  作成する申告書を選択
・給与･年金の方：申告書Ａ（給与所得のみ）
・前記以外の所得がある方：申告書B（すべての所得に対応）
※副業がある方は申告書 B を選択
●フローチャートにしたがって入力
　Ａさんのケースで入力する箇所は
　「給与所得」「雑所得」「医療費控除」
・給与所得：年末調整済の源泉徴収票を画面に
　　　　　　したがって入力（①）
・雑 所 得：雑所得に関するデータを画面に
　　　　　　したがって入力（②）
・種　　目：「報酬」
・名称・場所：アフィリエイト報酬を受け取る会社の
　　　　　　名称と場所を記入
・収入金額：１年間の売上金額を記入（支払が翌年
　　　　　　に掛かっても売上として計上）
・必要経費：アフィリエイト収入に関係する経費を記入
　　　　　 （通信料や設備費などを集計し合計額を記入。エクセルや手書きで事前に準備しておく）
・源泉徴収税額：報酬が源泉徴収されている場合には、源泉徴収された税額を記入
・医療費控除：医療費の領収書を画面にしたがって入力（③）
　　　　　　平成29年度の確定申告より医療費の領収書の提出は不要。ただし、自宅などで5年間の保管が必要
●完成した申告書の提出
　電子申告、郵送提出、税務署へ持ち込む。申告書の控えは重要、プリントアウトを保管しておく
　※電子申告は、還付金の入金が郵送提出より早い。源泉徴収票や生命保険料控除証明書の添付を省略できる（ただし自宅で 5 年間の保管が必要）
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よ
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。
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会
社
の
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合
、
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た
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で
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も
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し
か
し
、
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な
か
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場
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来
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に
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に
な
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の
で
す
。
き
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お
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に
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残
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に
な
り
ま
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。

　

確
定
申
告
に
つ
い
て
不
安
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方
は
、

一
度
お
近
く
の
専
門
家
へ
ご
相
談
し
て

い
た
だ
く
か
、
確
定
申
告
時
期
に
税
務

署
で
実
施
し
て
い
る
無
料
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談
会
を
利

用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

